
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件                            

六
四 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                      

六
五 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                            

六
五 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件                                          

六
五 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件              

六
五 

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
よ
る
駆
除
命
令
に
係
る
事
項
を
定
め
た
件                      

六
六 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                    

六
六 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
二
件                  

六
六 

　公

　告 

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                                            

六
八 

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件                                        

六
八 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
八
十
六
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政

課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
泉
玉
露
店

　福
島
県
い
わ
き
市
泉
玉
露
二
丁
目
十
番
三
十
二 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

　称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　横
山

　英
昭 

　
　
　住
所

　福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　横
山

　英
昭 

　
　
　住
所

　福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

　
　令
和
八
年
十
月
十
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

　
　千
四
百
三
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

　１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　七
十
五
台 

　２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　三
十
四
台 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　面
積

　五
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

　４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　容
量

　十
・
九
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

開
店
時
刻

　午
前
九
時 

閉
店
時
刻

　午
後
十
時 

　２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

　
　
　午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で 

　３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

　
　㈠

　数

　二
箇
所 

　
　㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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七

　届
出
年
月
日 

　
　令
和
八
年
二
月
九
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
十
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
二
月
二

十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
塩
川

　福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
曽
谷
田
二
十
七
番
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
（
小
売

業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　三
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
退
店

　一
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
二
月
六
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

雨
沼
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地
震
・

豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　
 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら 

（
二
十
一
日
間
） 

同

　
　年
三
月
十
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

国
見
町
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
八
年
一
月
三
十
日
西
向
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
広
野
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

岡
本
ミ
ツ
イ

　黒
田
貴
宏

　渡
邊
眞
綱

　坂
口
正
克 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
十
七
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
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容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

加
藤
義
雄

　角
田
一
男

　角
田
政
雄

　角
田
藤
真

　星
好
一

　星
文
彌 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
二
号 

　森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駆
除

命
令
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　区
域
及
び
期
間 

１

　区
域

　福
島
県
一
円 

２

　期
間

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二

　森
林
病
害
虫
等
の
種
類 

松
く
い
虫 

三

　行
う
べ
き
措
置
の
内
容 

一
の
１
に
掲
げ
る
区
域
に
所
在
す
る
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木

そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
並

び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。
）
は
、
松
く
い
虫
を
駆
除
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除
（
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
松
の
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
（
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る
よ
う
に
破
砕
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は

当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四

　命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由 

県
内
一
円
の
松
林
に
お
け
る
本
年
度
の
松
く
い
虫
の
被
害
の
発
生
状
況
か
ら
見
て
、
三
の
措
置
を

行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
県
内
一
円
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ

れ
が
あ
る
た
め
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

石
川
郡
石
川
町
字
大
橋
一

変
更
前

　

 

　
　二
八
・
二
～ 

　
　一
八
五
・
二 

一
一
八
号

九
六
番
九
地
先
か
ら

　
　

 

　
　
　二
八
・
五

同

　郡
同

　町
大
字
塩
沢

字
大
石
一
一
一
番
四
四
地

変
更
後

　

 

　
　二
八
・
五
～ 

　
　一
八
五
・
二 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　三
二
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
四
号 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲 

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 
 

 
 

沢
入

　
　
　
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
上
羽
鳥
字
沢
入

土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 

舘
沢
Ａ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
沢

　
土
石
流

　
　
　
　

竹
ノ
入

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
竹
ノ
入

土
石
流

　
　
　
　

舘
沢
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
沢

　
土
石
流

　
　
　
　

道
六
神

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
松
迫
字
道
六
神

土
石
流
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舘
腰

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
腰

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
房
平

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
石
熊
字
八
房
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

反
町

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
目
迫
字
反
町

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢
入

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
羽
鳥
字
沢
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
畑

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
松
倉
字
長
畑

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
迫

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
鴻
草
字
東
迫

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
房
平
Ａ

　
同

　郡
同

　町
大
字
石
熊
字
八
房
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

 
 

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　
　
　
　
　域 
原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る

 
 

衝
撃

　
　
　
　
　 

 
 

 

沢
入

　
　
　
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
上
羽
鳥
字
沢
入

土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

  

舘
沢
Ａ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
沢

　
土
石
流

　
　
　
　

  

竹
ノ
入

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
竹
ノ
入

土
石
流

　
　
　
　

  

舘
沢
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
沢

　
土
石
流

　
　
　
　

  

舘
腰

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
山
田
字
舘
腰

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

八
房
平

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
石
熊
字
八
房
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

反
町

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
目
迫
字
反
町

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

沢
入

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
羽
鳥
字
沢
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

 

 

長
畑

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
松
倉
字
長
畑

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
迫

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
鴻
草
字
東
迫

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
房
平
Ａ

　
同

　郡
同

　町
大
字
石
熊
字
八
房
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
砂

　防

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
五
号 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲 

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 
 

 
 

賀
老

　
　
　
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
室
原
字
西
小
萱

土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 

片
倉

　
　
　
同

　郡
富
岡
町
大
字
上
手
岡
字
片
倉

土
石
流

　
　
　
　

川
田

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
大
菅
字
川
田

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

 
 

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　
　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

 
 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る

 
 

衝
撃

　
　
　
　
　 

 
 

 

賀
老

　
　
　
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
室
原
字
西
小
萱

土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 
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川
田

　
　
　
同

　郡
富
岡
町
大
字
大
菅
字
川
田

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
砂

　防

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
四
十
一
号 

　労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

島
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
齋
藤
文
子
か
ら
賃
金
と
雇
用
の
確
保
、
医
師
、
看
護
師
、
介

護
職
員
な
ど
夜
勤
交
替
制
労
働
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
等
の
要
求
に
関
し
て
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を

行
う
旨
、
令
和
八
年
二
月
十
二
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　日
時

　令
和
八
年
三
月
十
二
日
か
ら
問
題
解
決
ま
で
の
期
間 

二

　場
所

　大
原
綜
合
病
院
、
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー
、
医
療
生
協
わ
た
り
病
院
、
生
協
い
い
の
診
療
所
、

医
療
生
協
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
さ
く
ら
み
ず
、
訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
サ
テ
ラ
イ

ト
ほ
ほ
え
み
、
訪
問
看
護
や
ま
な
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
医

療
生
協
わ
た
り
介
護
支
援
事
業
所
、
や
ま
な
み
介
護
支
援
事
業
所
、
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ
だ

ま
り
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
、
桑
野
協
立
病
院
、
桑
野
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
、
医
療
生
協
郡
山
東
介
護
保
険
セ
ン
タ
ー
、
小
名
浜
生
協
病
院
、
小
名
浜
生
協
病
院
付
属
せ
い
き
ょ

う
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
小
名
浜
生
協
病
院
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
も
め
、
小
名
浜
生
協
病
院
訪
問
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
医
療
生
協
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
岡
小
名
、
小
名
浜
生
協
病
院
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
医
療
生
協
在
宅
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
医
療
生
協
会
津
若
松
診
療
所
、
医
療
生
協

き
た
か
た
診
療
所
、
訪
問
看
護
な
な
い
ろ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
き
た
か
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

白
河
厚
生
総
合
病
院
、
白
河
厚
生
総
合
病
院
付
属
高
等
看
護
学
院
、
Ｊ
Ａ
福
島
厚
生
連
農
村
健
診
セ

ン
タ
ー
、
塙
厚
生
病
院
、
塙
厚
生
病
院
併
設
介
護
老
人
保
健
施
設
久
慈
の
郷
、
鹿
島
厚
生
病
院
、
鹿

島
厚
生
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
厚
寿
苑
、
高
田
厚
生
病
院
、
坂
下
厚
生
総
合
病
院
、
坂
下
厚
生
総

合
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
な
ご
み
、
Ｊ
Ａ
福
島
厚
生
連
本
所
、
竹
田
綜
合
病
院
、
竹
田
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
竹
田
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
竹
田
綜
合

病
院
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｔ
Ｒ
Ｙ
、
竹
田
ほ
ほ
え
み
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
綜
合

病
院
附
属
□
ノ
牧
温
泉
病
院
、
介
護
老
人
保
健
施
設
エ
ミ
ネ
ン
ス
□
ノ
牧
及
び
山
鹿
ク
リ
ニ
ッ
ク 

三

　概
要

　ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
争
議
行
為
を
随
時
行
う
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
雇
用
労
政
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
四
十
二
号 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
十
二
月
か
ら
令
和
八
年
一
月
ま
で
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概

要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
令
和
７
年

12月
分
か
ら
令
和
８
年
１
月
分
ま
で

 

（特
殊
肥
料

） 

特
殊
肥
生
産
業
者

 

届　
出　

名
検
査
の
結
果

備
考

 
、

料
の
指
輸
入
業
者

(及
び
商
品
名

)
定
名　

又
は
販
売

T
N

T
P

T
K

TCaO
TMgO

T
Z

n
T

C
u

C/N
水
分

業
者　
　

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(m
g/

(m
g/

(%
)

kg) 
kg) 

堆
肥　

株
式
会
社
ユ
ニ
オ
ン
堆

0.4
0.3

0.7
－

 
－

 
－

 
－

 
24

74.0
Ｔ
・
ユ
ニ
肥　
　
　
　

オ
ン
デ

 ー
リ
ィ

 　
　

堆
肥　

株
式
会
社
フ
ェ
リ
ス
ラ

0.7
0.7

1.6 
－

 
－

－
－

 
18

64.3
フ
ェ
リ
ス
テ
育
成
堆
肥

ラ
テ　
　

堆
肥　

株
式
会
社
杉
王　
　
　

0.9 
0.6 

0.7
2.5

0.2
40

10
18

60.7
辰
巳
屋　

注　
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

 
。

 T
N
－
窒
素
全
量

T
P
－
り
ん
酸
全
量

T
K
－
加
里
全
量

T
C

aO
－
石
灰
全
量

T
M

gO
－
苦
土

、
、

、
、

全
量

T
Z

n－
亜
鉛
全
量

T
C

u－
銅
全
量

C
/N
－
炭
素
窒
素
比
水
分
－
水
分
含
有
量

 
、

、
、

、

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
） 
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